仙台ゆかりの漫画・アニメを活用した海外出展業務委託　仕様書（案）

１．業務名
[bookmark: _Hlk99736680]仙台ゆかりの漫画・アニメを活用した海外出展業務

２．業務の目的
ハイキュー‼、ジョジョの奇妙な冒険など、本市にゆかりのある漫画・アニメは海外でも人気のあるコンテンツであり、作品の舞台となった市内の実在の場所を海外のファンが訪れるなど、本市への誘客促進にもつながっている。
本事業では、本市にゆかりのある漫画・アニメを活用した展示ブースをフランスで開催される「Japan Expo Paris 2026」に出展することで、本市の魅力を知っていただき認知度の拡大を図るとともに、海外からの観光誘客につなげる。

３．委託期間
[bookmark: _Hlk13662253][bookmark: _Hlk13664645]契約締結の日から令和8年10月30日（金）まで

４．業務の内容
「Japan Expo Paris」は漫画・アニメ・ゲーム・伝統文化など、日本の様々な文化を発信するヨーロッパ最大級のイベントであり、フランスや欧州の人々にとっては、日本に触れる玄関口として定着している。当該イベントは、若者から家族連れまで幅広い年齢層の来場者がいることから、訪日旅行の目的となるような本市にゆかりのある漫画・アニメの展示ブースを出展し、その魅力についてPRを行う。
展示ブースでは、作品と本市のつながりについてスタッフからチラシやブース装飾、各種媒体などを活用して来場者と積極的なコミュニケーションを取りながら、市内の作品とゆかりのある場所などを含めてPRを行うこととする。

【Japan Expo Paris 2026（第25回）概要】
開催期間：令和8年7月9日(木)～7月12日(日)
会　　場：パリ・ノール・ヴィルパント展示会場

(1) 主催者、コンテンツホルダー等との連絡調整等
・本市及び関連事業者にて出展申込を行っている「IP discoveryブース」について、出展料は委託費の中に含めるとともに、主催者との出展に係る連絡調整及び手続等を行うこと。
・各コンテンツホルダー等との調整を行い、許諾及び許諾料の支払い、その他出展に係る連絡調整及び手続等を行うこと。
(2) ブースの設計
・本市ゆかりの漫画・アニメの魅力を最大限にPRできるような設計・施工を行い、必要な機材等を調達・設置すること。
・来場者への応対がしやすく、かつブース内のスタッフの動線を配慮した設計とすること。
・パンフレット入り段ボールや貴重品等を収納し、施錠可能な棚又はスペースを確保すること。
・本市ゆかりの漫画・アニメを活用したチラシ等を制作し、配架すること。
(3) ブースの装飾
・訪日旅行の目的となるような本市ゆかりの漫画・アニメコンテンツを複数活用し、作品の魅力を伝えつつ、来場者に対して仙台を印象付け、認知度を高めるインパクトのあるデザインとすること。
(4) ブース係員の手配およびPRの実施
・ブース係員として、フランス語及び英語並びに日本語での会話ができる者を各1名以上、計3名配置すること。
・本市ゆかりの漫画・アニメを活用したチラシ等を活用しながら、作品と本市のつながりや本市の魅力を説明すること。
・本イベントでは、別途、自治体関係ブースにおいても、仙台・東北の魅力を発信するため、出展する予定にしており、広報物を相互に活用するなど、適宜連携を図ること。
(5) 現地での調達、荷物輸送および撤収
・ブース造成に必要な販促物等について、現地での調達や日本から当該会場への輸送により準備すること。
・輸送にあたって発送物の確認及びインボイス等の作成を行うこと。なお、発送物のリストは委託者から提供するものとする。
・イベント終了後、日本への返送が必要な物品についてEMSの発送手続きを行うこと。発送費用は委託費に含めること。
(6) その他
・業務目的を達成するために効果的であると考えられる内容があれば提案し、実施にかかる費用を計上すること。実施内容は委託者と協議の上決定する。

[bookmark: _Hlk101267809]５．効果検証及び事業報告書
(1)効果検証
ブースへの来場者数等の成果指標の把握を行うとともに、インタビューやアンケート等により来場者の声や反応を把握し、記録すること。
(2)事業報告書の作成・提出
令和8年10月30日（金）までに、業務内容及び効果測定結果をまとめた事業報告書を制作し、提出すること。

６．その他
（１）ブースの装飾の当たっては、仙台市及び現場の設営業者との連絡を密にし、開場時間までに確実なブースの設営を行うこと。
（２）委託者は出展中において、本市が必要に応じて連絡をとれる体制を維持すること。
（３）装飾等の作成過程で生じる権利関係及び第三者の著作権に関する利用許諾の処理については、委託者の責任において対応するものとし、本市はその責任を負わない。
（４）著作権、肖像権に関する紛争が生じた場合は、委託者の責任において対応するものとし、本市は責任を負わない。
（５）万が一のアクシデントに適切に対応できるよう、委託者は万全の緊急体制をもって実施すること。

（６）委託者は、本業務の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、本業務が終了した後も同様とする。
（７）本業務の実施の伴い他に損害を与えた場合には、本市の責めに帰すべき内容を除き、全て委託者の責任において処理すること。
（８）本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、本市及び委託者双方で協議の上決定すること。
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